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HPVワクチンに関する調査
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■接種対象者や保護者における認知向上の必要性

（接種対象者）HPVワクチンや制度に対する認知・関心が低い

• 接種対象者本人のうち、HPVワクチンについて「知っている」「少し
知っている」と回答したのは半数未満であった。

• キャッチアップ接種については、対象者本人の半数以上が「知らない」
と回答した。

• 「接種対象者で無関心な方が多い」「（子宮頸がんについて）危機的に
感じていない」等の課題が挙げられている。

（保護者）保護者への周知強化の必要性

• 対象者本人では約2割の人が、健康に関する情報・HPVワクチンに関する
情報をそれぞれ家族から得ていると回答した。

• 接種したことがある人の3割以上が「母親が接種を勧めていたから」接種
したと回答した。

■接種に対する不安感の軽減につながる情報提供の必要性

• 「HPVワクチンは安全でないと思う」「接種を判断するための十分な情
報が得られていない」等の理由で、接種の判断を保留している。

• 全体の約4割の人が「接種により以前報道で見たような健康被害が起きる
のではないかと思っている」と回答した。

示唆される課題

◼ キャッチアップ接種の対象者や、HPVワクチ
ン接種対象者の保護者を中心に、HPVワクチ
ンを含む子宮頸がん予防の重要性について認
知を上げるため、SNS等を通じた積極的な情
報発信を強化していく。

◼ 接種に対する不安感に寄り添った情報提供の
あり方について、接種対象者や保護者等の意
見も聞きながら、必要な情報や適切な媒体、
伝え方について検討する。

接種対象者
／保護者

必要と考えられる対応

自治体

■自治体での効果的な情報提供の必要性

• 厚労省が作成したリーフレットを、自治体HPまたは窓口で掲載・配布し
ている自治体は、全体の半数程度であった。

• 接種対象者世代への効果的な情報の届け方に苦慮している等の課題が挙
げられている。

◼ 個別通知への同封などリーフレットの活用の
拡大を促すとともに、本調査で寄せられた取
組事例を自治体担当者にも提供することで、
より効果的な情報提供の実施を促していく。

令和５年１～２月に実施した「HPVワクチンに関する調査」（対象：接種対象者／保護者、および自治体）の結果、
HPVワクチンを含む子宮頸がん予防の重要性について積極的な情報発信を行う必要性等の課題が示唆された。

第94回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、
令和５年度第５回薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会 資料３－３

一部改変
（令和５年７月28日）



令和５年度の主な広報活動

2

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

・厚生労働省ホームページ、リーフレット改訂

（9価HPVワクチン定期接種化に伴う更新）

・厚生労働省SNS投稿

・厚生労働5月号特集掲載

・政府広報（SmartNewsバナー配信）

・政府広報（オンライン記事掲載）

・接種対象者/保護者、

自治体向け調査結果の公表

・自治体向け説明会開催

・バナー広告の配信（Yahoo!ニュース※、

X(旧Twitter)、 Instagram）※11月・3月のみ

・動画広告の配信（YouTube）

・政府広報

（政府インターネット
テレビ 動画掲載）

・政府広報（SmartNewsバナー配信）

・厚生労働省SNS投稿

・政府広報

（Instagram動画投稿）

・中高生向け新聞

漫画広告掲載



接種対象者や保護者に向けた広報について
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【厚生労働省SNSでの発信】

・政府広報オンライン 記事の作成、掲載

・SmartNewsアプリでのバナー配信

・政府広報Instagramでの動画投稿

・政府インターネットテレビ 動画掲載

【中高生向け新聞への広告掲載】

政府広報との連携

厚生労働省SNS（X、Facebook）を通じた情報発信のほか、中高生向け新聞への広告掲載、キャッチアップ接種対象
者に向けたインターネット広告の発信等を実施。また、政府広報とも連携し、動画などを作成した。

【政府広報との連携】

【インターネット広告の配信】



自治体向け説明会の開催（令和５年８月１日）
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HPVワクチンに関する調査の結果等について説明するとともに、周知広報のための参考情報として、調査で寄せられ
た取組事例について市町村担当者からも説明いただいた。



厚生労働省ホームページでの情報提供
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接種対象者や保護者、自治体、医療従事者等へ、厚生労働省ホームページやQ&Aを通じて情報提供を行っており、
内容は随時更新している。

URL：https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/index.html



今後の広報・情報提供について
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接種対象者や保護者等へ向けた適切な情報提供を継続するとともに、令和６年度末にキャッチアップ接種が終了する
ため、その周知や再勧奨の際に自治体等で活用いただける資材を作成中。

【その他 実施予定の施策】

・医療機関向け研修会（令和4年度より継続）

・接種対象者/保護者向けアンケート

およびインタビュー調査

・自治体向け調査 など

【リーフレットの改訂】 【再勧奨用はがきテンプレートの作成】

（作成中）

【キャッチアップ接種のロゴ】

（作成中）

【ポスター素材の作成】

（作成中）

【お問合わせ先】


